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今月号の主な内容
◎消防団一斉招集訓練を実施しました　ほか
◎運動教室のご案内
◎宝くじコミュニティ助成事業を活用しました　ほか
◎第 28 回元気ゆら！ふるさとフェスティバル開催決定 !!　ほか
◎夏休みの思い出
◎交通指導員会活動報告　ほか
◎お知らせ
◎こんなときはどうしたらいいの？　ほか
◎ゆら部　～ Yura Love ～　ほか
◎由良町９月カレンダー　 興国寺火祭り
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「わかやま“なごみ”暮らし現地体験会 in 由良町」が開催されました。

この体験会は、和歌山県が開催している事業で「田舎暮らしがしたい」と希望している方を対象に

行われています。

本町では、7 月 30 日（日）に開催され、大阪府などから移住希望者 12 名が参加し、旧白崎中学校、

デイサービスえなの家、旧白崎保育所で先輩移住者と交流しました。

参加者からは、「由良町のことが知れてよかった」など好評でした。

今後も移住促進につながる現地体験会などを行う予定です。

消防団一斉招集訓練を実施しました

８月 15 日（火）に、毎年恒例の消防団一斉招集訓練が行われました。
この訓練は、緊急時、迅速に現場へ参集し消防活動ができるよう、団員の意識高揚を図るために

行われるものです。
午前８時の招集サイレンの後、消防団員 116 名が速やかに役場に参集しました。

整列した消防団員 畑中町長訓示大江団長訓示

田舎暮らし現地体験会田舎暮らし現地体験会
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腰痛、頭痛、便秘、肥満、疲労、不眠等で悩んでいませんか？

10 月から下記日程で、運動教室が始まります。毎月テーマを決めて行い、簡単に自宅でも実践できる

体操を紹介してくれます。事前の申込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。

講師は、新
に っ た

田佐
さ つ き

津紀先生です。この機会に参加し、体の不調とさよならしませんか？

【対象】

　20 歳以上の方

　　※　医療機関を受診されている方は、参加前に主治医にご相談ください。

【準備するもの】

　タオル、水分補給用飲料を持参の上、運動しやすい服装でお越しください。

【日程】

由良町健康ポイントカードを既にお持ちの方は、当日ポイントを進呈させていただき
ますので、忘れずにご持参ください。

運動教室のご案内

詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

年 月 日 曜日 時　間 場　所 テーマ

平成
29 年

10 月
10 日

火

曜

日

午後 1 時 30 分

午後 3 時

中央公民館

２階

大研修室

身体歪み治し体操
24 日

11 月
14 日

若返りリンパエクササイズ
28 日

12 月
12 日

体質改善、スッキリ体操
26 日

平成
30 年

1 月
9 日

お腹引き締めスラット体操
23 日

2 月
13 日

肩こり、腰痛改善体操
27 日

3 月
13 日

腸活体操
27 日

～

新
に っ た

田　佐
さ つ き

津紀　先生

　フリーインストラクター、癒しヨガ、綺麗になるヨガ、身

体歪み治し体操などを指導、和歌山県初のフェイシャルヨガ

指導者です。

☆講師紹介☆
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８月下旬から９月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用した場合、１か月の自己負担額が２００円以

上軽減される可能性がある方を対象に

ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。

患者負担の軽減や医療保険財政の改善には、ジェネリック医薬品の普及が重要です。この機会に、ジェ

ネリック医薬品の使用をご検討ください。

※　このお知らせは、現在処方を受けているお薬をジェネリック医薬品に　　　　　

切り替えた場合に自己負担額が軽減できることをお伝えするもので、切り替

えを強制するものではありません。

お薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあり

ます。切り替えを希望される方は、かかりつけの医師又は薬剤師にご相談く

ださい。

後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ

　詳しいことについては、後発医薬品利用差額通知コールセンター　フリーダイヤル
（ＴＥＬ０１２０－５３－０００６）又は和歌山県後期高齢者医療広域連合　
（ＴＥＬ０７３－４２８－６６８８）までお問い合わせください。

小引区自主防災会が、コミュニティ助成事業を活用して指定避難場所となっている小引区コミュニ

ティセンターへ、自動体外式除細動器（AED）を設置しました。心肺停止の際は、少しでも早く AED

を使用することで、救命率は格段に高くなるといわれています。

※　コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが宝くじ受託事業収入を財源とし

て、コミュニティの健全な発展及び宝くじの普及広報を目的とした助成事業です。

宝くじコミュニティ助成事業を活用しました

【小引区自主防災会】
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詳しいことについては、産業建設課（ＴＥＬ６５－１２０３）までお問い合わせください。

道路上に張り出している樹木の伐採について

 開催決定！！

私有地の木の枝が道路や歩道に張り出すと、歩行者や自動車等の通行に支障をきたす場合があります。
そのような枝や葉は、土地の所有者が適正に維持管理する定めになっており、樹木の倒木等が原因で歩行
者や自動車等に事故が発生した場合には、法律の定めによって土地の所有者等が責任を問われる場合があ
ります。

土地の所有者の皆様には、歩行者や自動車等が安全に通行できるよう、適切な樹木の管理にご協力をお
願いいたします。

○次のような場合には、樹木の伐採、枝払いをお願いいたします。
・道路や歩道に樹木が張り出し、通行の障害となっているか、その恐れ

がある場合
・倒木や枝、幹が落下する危険性がある場合

○作業の際は、次のことにご注意ください。
・電線や電話線がある場所で作業する場合は、事前に関西電力やＮＴＴに連絡してください。
・歩行者や自動車等の安全を十分確保し、樹木等からの転落にもご注意ください。

本町の優れた観光資源や特産品を町民の皆様をはじめ多くの方々に広く PR するため、ミニ商店

街の出店や餅まき等の企画が予定されています！

「第 28 回元気ゆら！ふるさとフェスティバル」の開催が決定しました！！

　詳しいことについては、由良ふるさとフェスティバル実行委員会事務局（産業建設課内　
ＴＥＬ６５－１２０３）までお問い合わせください。

と　き １０月１日 ( 日 )　午前１０時から

ところ 道の駅　白崎海洋公園（由良町大引９６０－１）

第28回
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ふるさと教育の一環として、町内の小中学生

を対象に、プール施設でスクーバダイビング体

験を行いました。

体験には、17 名の小中学生が参加し、海の

生き物と触れ合ったり、水深４ｍのプールでス

クーバダイビングの基礎を体験しました。

７月 30 日（日）白崎青少年の家で、子ども

たちがアウトドア活動を自分でできるようにな

ることを目的として、子ども会育成連絡会指導

の下、アウトドア研修会を実施しました。

参加者はボランティアスタッフを含めて 35

名で、野外炊飯や手作りピザ、火おこし、白崎

クルーズなど様々なアウトドア研修を通して仲

間との絆を深めました。

衣奈子ども未来塾に引き続き、７月 22 日（土）から毎週土曜日に中央公民館・白崎会館

で子ども未来塾がスタートしました。

この子ども未来塾では、学校で習うことの予習復習を中心とした自主学習のサポートをし

ています。　お気軽にご参加ください。

スクーバダイビング体験 in 白崎海洋公園

子ども会活動報告　～アウトドア研修会 in 白崎青少年の家～

子ども未来塾 in 中央公民館＆白崎会館

夏休みの思い出

手作りピザ体験

熱心に勉強に励む子どもたち

白崎クルーズ体験

スクーバダイビング体験
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由良町交通指導員会では、８月６日（日）に、交通安全対策の標識やカーブミラーの点検活動を実施し

ました。

この活動は、交通事故を未然に防ぐことを目的として毎年実施されており、道路標識やカーブミラーの

汚れを落としたり、覆いかぶさった木々や雑草の刈り払いなどの作業を行いました。

交通指導員会　活動報告

平成 29年度自衛官等募集案内
試験項目 対象年齢 内　　容 願書受付

自衛官候補生 18 歳～ 27 歳未満
（高卒見込み含む。）

自衛官になる一般的コース（任期制）
任期は陸 2 年、海・空は 3 年とし、選抜試験
により曹・幹部自衛官への道も開かれていま
す。

男子 9 月 27 日

女子 9 月 22 日

防衛大学校学生 18 歳～ 21 歳未満
（高卒見込み含む。）将来の幹部自衛官を養成するコース

一般（前期）
9 月 5 日～ 9 月 29 日
推薦・総合選抜
9 月 5 日～ 9 月 7 日

防衛医科大学校
看護学科学生

18 歳～ 21 歳未満
（高卒見込み含む。）看護師、保健師の幹部自衛官を養成するコース 9 月 5 日～ 9 月 29 日

防衛医科大学校
医学科学生

18 歳～ 21 歳未満
（高卒見込み含む。）医師である幹部自衛官を養成するコース 9 月 5 日～ 9 月 29 日

　受験料無料！　　試験場所：和歌山市及び田辺市　

　詳しいことについては、自衛隊御坊地域事務所　〔御坊市湯川町小松原４１０－１　丸仁ビ
ル 1 階　（御坊駅市駐車場入口）　ＴＥＬ２３－００２０〕　までお問い合わせください。

説明会 　日　時：平成 29 年 9 月 18 日（月）　（午前 10 時～午後３時）
　場　所：自衛隊御坊地域事務所
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康
保
険
証
等
）
と
印
鑑
を
お
持
ち
の
上
、
住
民
福
祉
課

で
登
録
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
通
知
内
容

交
付
年
月
日
、
交
付
請
求
者
の
種
別
（
代
理
人
又
は

第
三
者
）、
交
付
し
た
証
明
書
の
種
別
、
交
付
枚
数

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

知
ら
せ

お

◆
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

20
歳
未
満
で
身
体
や
知
的
又
は
、
精
神
に
中
程
度
以

上
の
障
害
若
し
く
は
長
期
に
わ
た
る
安
静
を
必
要
と
す

る
病
状
に
あ
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
若
し
く
は
母

又
は
、
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
、
対
象
児
童

の
生
計
を
維
持
し
て
い
る
方

◆
手
当
額
（
平
成
29
年
４
月
現
在
）

　

１
級　

５
１
，
４
５
０
円
（
月
額
）

　

２
級　

３
４
，
２
７
０
円
（
月
額
）

◆
支
給
日
（
平
成
29
年
４
月
現
在
）

　

４
月
11
日
（
12
月
～
３
月
分
）

　

８
月
10
日
（
４
月
～
７
月
分
）　

　

12
月
９
日
（
８
月
～
11
月
分
）

※　

支
払
日
が
、
土
、
日
、
祝
祭
日
の
と
き
は
、
そ

の
直
前
の
金
融
機
関
営
業
日
に
な
り
ま
す
。

◆
手
当
支
給
の
所
得
に
よ
る
制
限
に
つ
い
て

手
当
の
額
は
、
受
給
者
・
配
偶
者
・
生
計
同
一
の
扶

養
義
務
者
の
所
得
に
よ
る
制
限
が
あ
り
ま
す
。
前
年
の

所
得
が
一
定
額
以
上
の
方
は
、
８
月
～
翌
年
７
月
ま
で

の
期
間
、
手
当
が
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

問
特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度
の
ご
案
内

『
住
民
票
の
写
し
等
の
本
人
通
知
制
度
』

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

◆
本
人
通
知
制
度
と
は

住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
を
本
人
の
代
理

人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
場
合
に
、
事
前
に
登
録
し
た

方
に
対
し
て
、
そ
の
交
付
し
た
事
実
を
通
知
す
る
制
度

で
す
。

本
人
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
票
の
写
し
な

ど
の
不
正
請
求
及
び
不
正
取
得
の
早
期
発
見
や
、
抑
止

に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

◆
登
録
で
き
る
方

本
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方

本
町
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方

◆
登
録
方
法

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
健

問

町
税
の
納
期
限

◯
固
定
資
産
税　
　
　

第
３
期

◯
国
民
健
康
保
険
税　

第
４
期

　

税
務
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
２

10
月
２
日
（
月
）

問

本人通知制度のしくみ

本 人 役 場

③交付したことを
　本人にお知らせします。

代理人
又は

第三者

①事前に登録すると ②第三者からの請求により
　住民票などを交付したとき

住
民
票
な
ど
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問

　
「
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」
は
国
が
全
国
に
設
置
す
る
無
料

の
経
営
相
談
所
で
す
。
県
内
振
興
局
で
の
定
期
的
な
出

張
相
談
会
に
加
え
、
各
地
で
各
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

経
験
・
知
見
を
活
か
し
た
様
々
な
講
座
を
ス
タ
ー
ト
し

て
い
ま
す
。
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

講
座
例　
「
チ
ラ
シ
を
自
作
デ
ザ
イ
ン
す
る
た
め
に
！

知
っ
て
お
き
た
い
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ツ
」、「
創
業
す
る

と
き
に
役
立
つ
資
金
計
画
＆
資
金
調
達
」
等
で
す
。

詳
し
く
は「
和
歌
山
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
→
ミ
ニ
出
前
講
座
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
開
催
条
件　

参
加
人
数
３
名
以
上
〈
詳
細
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。〉

和
歌
山
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点

（
公
益
財
団
法
人
わ
か
や
ま
産
業
振
興
財
団
内
）

☎
０
７
３
（
４
３
３
）
３
１
０
０

問
和
歌
山
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
は
皆
様
の

街
で
ミ
ニ
講
座
を
開
催
い
た
し
ま
す

保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、障
害
や
死
亡
と
い
っ

た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・

猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制

度
（
50
歳
未
満
）」
が
あ
り
ま
す
。

平
成
29
年
度
の
免
除
等
の
受
付
は
７
月
１
日
か
ら
開

始
さ
れ
、
平
成
29
年
７
月
分
か
ら
平
成
30
年
６
月
分
ま

で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
期
間
に
つ
い
て
は
、
申

請
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
２
年
１
か
月
前
ま
で
に
な
り

ま
す
。

失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に

困
難
に
な
っ
た
が
、
申
請
を

忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納
期

間
を
有
し
て
い
る
方
等
は
、

一
度
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

　

田
辺
年
金
事
務
所 

☎ 

０
７
３
９
（
２
４
）
０
４
３
２

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の
申
請
に
つ

い
て

　詳しいことについては、上下水道課（ＴＥＬ６５－１８０４）までお問い合わせください。

下水道は、私たちが毎日の生活の中で出している台所、お風呂、洗濯などの汚れた水や、し尿を処
理し、きれいにします。下水道整備済みの地域で、まだ下水道に接続されていない方は、地域の快適
な暮らしと自然環境のため、できるだけ早い接続にご理解とご協力をお願いします。

９月１０日は「下水道の日」

下水道　水が自然に　かえる道
住みよい環境づくりのため、下水道に接続してください

下水道への接続工事は、由良町指定の業者で行ってください。
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　　土、日、祝祭日に、御坊広域清掃センター
へ、ごみの持ち込みはできますか。

　　持ち込みには、当町が発行する持込許可
書が必要となります。年末年始を除いては、土、
日、祝祭日が休業日です。ただし奇数月は第３
日曜日・偶数月は第４日曜日の午前 11 時 30 分
到着まで持ち込みができます。

Ｑ

Ａ

　　　自分で、家屋を解体した場合、御坊広域
清掃センターへ、廃材の持ち込みはできますか。

　　　個人で家屋を解体した場合、廃木材の持
ち込みはできますが、土砂・コンクリートガラ・
衛生陶器等は持ち込むことができません。

Ｑ

Ａ

皆さまから、住民福祉課に寄せられているお問い合わせについてご紹介します。

こんなときはどうしたらいいの？

マイナンバー制度

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

　詳しいことについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（ＴＥＬ０１２０－９５－
０１７８）までお問い合わせください。

●どうしてマイナンバーは必要なの？
マイナンバー制度には、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」、「公平・公正な社会の実現」とい

う目的があります。
●マイナンバーカードはどうしたらもらえるの？

個人番号カード交付申請書（通知カードの下の部分）に署名又は記名・押印し、顔写真を貼り付け送
付用封筒に入れて、郵便ポストに投函してください。パソコンやスマートフォンによる申請もできます。

交付申請書を紛失された方や住所などが変更となった方は、新しい交付申請書を発行しますので、住
民福祉課までお越しください。
●マイナンバーのセキュリティは大丈夫？

個人情報を保護する制度やシステムの整備、法律に違反した場合の罰則強化など、安心・安全の確保
に万全を期しています。

〈マイナンバー制度のセキュリティ〉
・番号確認と本人確認でなりすましを防止しています。
・マイナンバーの利用範囲や情報連携の範囲を法律で制限しています。
・情報の分散管理やシステムへのアクセス制限、通信の暗号化などが講じられています。また、マイナ

ンバーのみで個別の情報にアクセスができないため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
・独立性の高い第三者機関（個人情報保護委員会）による監視、監督を行っています。
・法律違反には厳しい罰則があります。
〈カードのセキュリティ〉
・ＩＣチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
・ＩＣチップの利用には設定したパスワードが必要です。
・情報の不正な読み取りや偽造ができないよう対策が施されています。
・マイナンバーカードを紛失しても、365 日・24 時間、コールセンターで対応します。
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部員 No.017

◯お 名 前　　南
みなみで

出　智
と も や

哉さん
◯年 齢　　20 代
◯ご 職 業　　会社員
◯お住まい　    柳原区
◯頑張っていること・続けていること
　人との出会いは常に大切にしています。良い第一印象を与える事
◯由良町の好きなところ
　のどかなところ　町民がだいたい良い人
◯広報誌読者の方へ
町民歴４年目です。まだまだ頑張ります。

ゆら部  ～ Yura Love ～

住 民 全 員 顔 見 知 り 作 戦

由良町観光 PR キャラクターの「ゆらの助」だよ！
夏もあっという間に終わっちゃったね…。まだまだ遊び足りないよ！
でも秋の季節も大好きなんだ！美味しいものいっぱい食べるぞ～♪

○ SHIRASAKI OCEAN PARK Marine Expo'17 ～海の学校　海と日本プロジェクト～
７月 22 日（土）、23 日（日）の２日間にわたって開催された「海の学校」イベントに僕も参加して

きたよ♪去年も大人気だった、親子シーカヤック体験や地引網体験など 16 の教室があって、どの教室
もたくさんの人ですぐいっぱいになったんだ！！僕もみんなといーっぱい遊べて楽しかったなぁ♪でも
ちょっぴり遊び疲れちゃった！みんな海をもっともっと好きになってくれたかな♪また来年もできたら
いいな…♪

「ゆらの助」活動日誌♪「ゆらの助」活動日誌♪

　ゆらの助の日々の活動などを Facebook で随時更新中！ぜひチェックしてね♪
　ゆらの助 Facebook ページＵＲＬ
　　www.facebook.com/yuranosuke.30383

　
　ゆるキャラグランプリも応援よろしくね♪
　　http://www.yurugp.jp/

ＱＲコード

気持ちよさそうにマリンスポーツ体験♪ 地引網体験！おさかながいっぱい♪暑いからひとやすみ～♪
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広
報　

ゆ
ら

由良町カレンダー

　ごみ収集日１の地区…横浜・網代・衣奈・小引・戸津井・三尾川・糸谷・吹井・柳原・黒田
　ごみ収集日２の地区…里・南・阿戸・江ノ駒・門前・畑・中・大引・神谷
　※ごみは、収集日当日の午前２時までに所定の場所にお出しください。	 	
　詳しいことについては、役場（ＴＥＬ６５－０２００）までお問い合わせください。

月号

NO.

✂

✂

✂

『防災無線』電話で確認サービス（無料）

ＴＥＬ　０１２０－００１－６８７

発行　由良町総務政策課
和歌山県日高郡由良町大字里１２２０番地の１
TEL　０７３８－６５－０２００
ホームページアドレス
http://www.town.yura.wakayama.jp/

由良町の人口と世帯

2017年

９

328

（　）前月比
平成 29 年７月末現在

人口 5,995 （－　4）
男性 2,942 （－　1）
女性 3,053 （－　3）
世帯数 2,737 （－　5）

日 月 火 水 木 金 土

8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 １ ２
・防災の日

可燃ごみ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
・総合健診
 （由良体育センター）

・2 歳 6 か月児、3
歳 6 か月児健診

（白崎会館）

・消費生活巡回相談
( 衣奈会館 )

・健康相談
   （衣奈会館）

・腰痛、膝痛予防
教室（中央公民館）

・育児相談
  （子育て支援セン

ター）

・行政相談
・健康相談
  （中央公民館）

可燃ごみ 1 可燃ごみ２ プラスチックごみ 可燃ごみ 1 可燃ごみ 2

10 11 12 13 14 15 16
・下水道の日 ・リトミック

 （子育て支援セン
ター）

可燃ごみ１ 可燃ごみ２ 不燃ごみ 可燃ごみ１ 可燃ごみ２

17 18　敬老の日 19 20 21 22 23　秋分の日

・職員採用試験日 ・消費生活巡回相談
( 中央公民館 )

・腰痛、膝痛予防
教室（中央公民館）

・粗大ごみ
   ( 里・門前 )

・ う ん ど う か い
ごっこ（子育て
支援センター）

・4 か 月 児、10 か
月児、1 歳 6 か月
児健診（白崎会館）

可燃ごみ 1 可燃ごみ２ 資源ごみ１ 可燃ごみ１ 可燃ごみ２

24 25 26 27 28 29 30
・粗大ごみ
   ( 大引 )

・離乳食教室
 （子育て支援セン

ター）
・ベビーマッサージ
 （子育て支援セン

ター）

可燃ごみ１ 可燃ごみ２ 資源ごみ 2 可燃ごみ１ 可燃ごみ２

防災週間　５日まで

秋の全国交通安全運動　30 日まで


